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別紙 

令和８・９年度 競争入札参加資格審査申請書（物品・役務）の取扱について 

（※本申請は、確実に入札参加できることを保証するものではありません。） 

 

第１ 電子・書面申請の概要及び証明書類の入手方法 

１ 電子申請の概要（電子申請をした場合は、書面申請は不要） 

インターネットを利用し、申請者が共同審査ポータルサイトに電子申請することによ

り、市町村毎に作成する書面申請書類の作成及び申請書類の持参又郵送が不要となり、

事務の軽減が図れる申請方法である。 

 

【電子申請に係る用語の説明】 

項  目 名     称 略  称 

運営主体 北海道市町村入札参加資格共同審査協議会 共同審査協議会 

（共審協議会） 

運営主体事務

局 

北海道市町村入札参加資格共同審査協議会

事務局 

共同審査事務局 

（共審事務局） 

審査名称 北海道市町村入札参加資格共同審査 共同審査 

システム名 北海道市町村入札参加資格共同審査 

システム 

共同審査システム 

（共審システム） 

サイト名 北海道市町村入札参加資格共同審査 

システムポータルサイト（申請受付窓口） 

共同審査ポータル 

サイト 

（共審ポータルサ

イト） 

運営主体設置

場所 

一般財団法人北海道建設技術センター ホクテック 

２ 書面申請の概要（書面申請した場合は、電子申請は不要） 

（１）従来通り紙の申請書類を建設課管理係に提出または郵送する申請方式 

（２）当町のみの申請を想定しており、持参又は郵送に限る。 

 

３ オンラインによる国税の証明書類の入手方法 

（１）アクセス先：e-tax（https://www.e-tax.nta.go.jp） 

（２）電子申請場合は、e- tax からダウンロードした電⼦納税証明書（ＰＤＦ）を共同審

査ポータルサイトにアップロードする。 

（３）書面申請の場合は、e- tax からダウンロードした電⼦納税証明書（ＰＤＦ）を印刷

して町建設課管理係に各申請書とともに提出する。 

（４）国税の納税証明書の問い合わせ先 

倶知安税務署 電話番号：０１３６-２２-１１９２ 

 

第２ 資格要件（電子・書面申請共通） 

京極町が発注する契約に係る競争入札に参加できる者（以下、「競争入札参加資格者」

という。）は、次のいずれにも該当することとする。 

（１）地方自治法施行令（以下、施行令と略す。）第１６７条の４第１項（同第１６７条の

１１第１項において準用する場合を含む。）に規定する者（未成年者、被補佐人又は被

補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。）でないこと。（建

設工事・設計等、物品・役務共通） 

（２）施行令第１６７条の４第２項（同第１６７条の１１第１項において準用する場合を

含む。）の規定により競争入札への参加を排除されている者でないこと。（建設工事・

設計等、物品・役務共通） 

（３）納付すべき税の滞納がないこと。（未納額のうち、納期未到来額を除く。）（建設工事・
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設計等、物品・役務共通） 

（４）健康保険法(⼤正１１年法律第７０号)に基づく健康保険、厚⽣年⾦保険法(昭和２９

年法律第１１５号)に基づく厚⽣年⾦保険及び雇⽤保険法(昭和４９年法律第１１６号)

に基づく雇⽤保険(これらの保険のうち、適⽤を除外されているものを除く。)に加⼊し

ていること。（建設工事・設計等、物品・役務共通） 

（５）申請者⼜はその代理⼈、役員、⽀配⼈、その他の使⽤⼈若しくは⼊札代理⼈が暴⼒団

員による不当な⾏為の防⽌等に関する法律(平成３年法律第７７号)第２条第２号に規

定する暴⼒団及び同条第 6 号に規定する暴⼒団員並びにその利益となる活動を⾏う者、

密接な関係を有する者でないこと。（建設工事・設計等、物品・役務共通） 

（６）希望する営業品⽬に関し、法令等に基づく許可、認定、登録等を必要とするものに

ついては、当該許可、認定、登録等を有すること。（物品・役務のみ） 

 

２ 基本的資格要件の特例（電子・書面申請共通） 

上記において、営業年数に係る要件が設けられている場合であっても、中⼩企業等協

同組合法(昭和２４年法律第１８１号)の規定に基づき設⽴された事業協同組合及び企業

組合並びに中⼩企業団体の組織に関する法律(昭和３２年法律第１８５号)の規定に基づ

き設⽴された協業組合が次のいずれかに該当するときは、営業年数に係る資格要件は適

⽤しない。 

（１）中⼩企業庁（各地⽅経済産業局等）が⾏う官公需の受注に係る適格組合証明を有す

るとき。 

（２）企業組合及び協業組合にあっては、競争⼊札参加資格者である者が構成員の過半数

を占めているとき。 

 

３ 審査基準日（電子・書面申請共通） 

（１）定期申請の審査基準日は、令和７年１２月１日とする。 

（２）随時申請の審査基準日は、申請しようとする月の最初の日とする。 

 

４ 資格の種類ごとの要件（電子・書面申請共通） 

（１）物品・役務の資格要件 

ア 審査基準日において、引き続き１年以上その事業を営んでいること。 

イ 法人の場合は、商業登録簿の目的欄に希望する業種に係る事業の内容が記載され

ていること。 

ウ 個人の場合は、営業証明書に希望する業種に係る事業の内容が記載されているこ

と。（希望する業種の事業内容が確認できる契約書等でも可とする。） 

削除 

 

第３ 資格審査の申請について 

１ 電子申請の受付 

（１）定期申請期間 

令和８年１２月１０日(水)～令和９年１月３０日(金)（受付期間中は２４時間受付

であるが、開始日は９時００分から、終了日は１７時３０分まで） 

（２）随時電子申請期間（変更申請及び届を含む。） 

令和８・９年度の随時申請期間は、「令和８・９年度北海道市町村参加資格共同審査

申請の手引き（物品・役務編）２０２５年１０月版」の６２頁に記載されている。 

 

２ 書面申請の受付 

（１）受付期間  令和８年１２月１０日(水)～令和９年１月３０(金)までとする。 

※上記受付期間後は、随時受付（変更申請及び届を含む。）とする。 

（２）提出方法  郵送又は持参により提出すること。 

（提出に係る受理票の発行を希望する場合は、「切手貼付済みの返信用封筒」を同封す
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ること。） 

ア 郵送の場合（期間内必着） 

あて先 〒０４４－０１０１ 

北海道虻田郡京極町字京極５２７番地 

京極町役場 建設課管理係（入札参加資格申請受付担当） 

イ 持参の場合 

受付時間 午前９時から正午まで、午後１時から午後５時まで（開庁日のみ） 

受付場所 京極町字京極５２７番地 

京極町役場２階 建設課管理係 

 

３ 電子申請の方法 

（１）物品・役務 

共同審査協議会運営する共同審査システムの共同審査ポータルサイト

（https://www.hoctec.info/kyoshin/）にログインして、該当電子データ様式を入手し、

必要事項を入力後、添付書類ともに PDF 化して登録をする。 

（２）電信申請・共同審査に関する問い合せ先 

一般財団法人北海道建設技術センター 市町村支援課 入札参加資格審査担当 

電話番号：０１１－７３３－２３２２ E-mail：kyosin@hoctec.or.jp 

（３）参照書類 

ア 電子申請の流れは、別紙（電子）１ 

イ 【電子申請】市町村物品・役務編共通書類は、別紙（電子）2 

ウ 【電子申請】業種別分類表（物品・役務）は、別紙（電子）3 

 

４ 書面申請の方法 

（１）申請様式 

ア 【書面申請】競争入札参加資格審査申請書（物品・役務） １部 

なお、【書面申請】競争入札参加資格審査申請書（物品・役務）の内容が全て網羅さ

れている申請書であれば、申請を受け付けるものとする。 

イ 添付書類は、【書面申請】競争入札参加資格審査申請書（物品・役務）の第 6 面

を参照し、該当する書類を提出してください。 

（２）参照書類 

ア 業種別分類表及び営業許可一覧表は、【書面申請】競争入札参加資格審査申請書（物

品・役務）の第７面を参照してください。 

（３）書面申請に関する問い合せ先 

京極町役場 建設課管理係（入札参加資格申請受付担当） 

電話番号：０１３６－４２－２１１１ 

 

第４ 資格の有効期間 

建設工事等の資格の有効期間は、令和８年４月１日～令和 10 年３月３１日とする。 

 

第５ 資格の消滅 

競争入札参加資格者が次のいずれかに該当したときは、当該資格を失う。 

（１）第２に規定する資格要件に該当しなくなったとき。 

※正当な理由のない各種税を滞納した時点においても、当該資格を失うので留意する

こと。 

（２）営業に監視、法令の規定による許可、免許、登録等を要する場合において、当該許

可、免許、登録等を取り消されたとき 

 

第６ 再審査の申請について 

１ 次のいずれかに該当するときは、資格の再審査の申請を行うものとする。 

mailto:kyosin@hoctec.or.jp
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番号 変更事項 添 付 書 類 

１ 相続 
ア相続を証する書面（戸籍謄本（写し可）、分割協議書（写し）等） 

イ相続した者に係る市区町村長発行の身分証明書（写し可） 

２ 合併 

⑴合併された企業が法人の場合 

ア合併契約書（写し）、公正取引委員会の届出受理書（写し） 

イ解散登記に係る履歴事項全部証明書（写し可） 

（解散登記未了の場合は、合併に係る総会議事録の写し） 

ウ存続又は新たな法人に係る資格審査申請書及び添付書類 

⑵合併された企業が個人の場合 

ア合併を証する書面 

イ存続又は新たな法人に係る資格審査申請書及び添付書類 

３ 
事業（営

業）譲渡 

⑴譲受人が法人の場合 

ア譲渡契約書（写し）、公正取引委員会の届出受理書（写し） 

イ登記事項証明書（写し可）（譲渡に関し、登記の必要なもの） 

⑵譲受人が個人の場合 

譲渡契約書（写し） 

⑶譲受人が非資格者の場合 

ア譲渡契約書（写し）、公正取引委員会の届出受理書（写し） 

イ譲受人に係る資格審査申請書及び添付書類 

４ 会社分割 

⑴承継した者が資格者の場合 

ア新設分割計画書又は吸収分割契約書（写し）、公正取引委員会の届

出受理書（写し） 

イ分割登記に係る履歴事項全部証明書（写し可） 

（分割登記未了の場合は分割に係る総会議事録写し） 

⑵承継した者が非資格者の場合 

ア新設分割計画書又は吸収分割契約書（写し）、公正取引委員会の届

出受理書（写し） 

イ承継した者に係る資格審査申請書及び添付書類 

５ 

中小企業

組合等の

構成員の

変更 

⑴組合員が脱退した場合：脱退を証する書面 

⑵新規に加入した組合員がある場合：加入を証する書面 

２ 申請様式 競争入札参加資格変更審査申請書（変更様式(書面)１） 

 

第７ 変更届の提出について 

１ 次のいずれかに該当するときは、資格の変更申請を行うものとする。 

番号 変更事項 添 付 書 類 

１ 
商号又は

名称 

【法人】：履歴事項全部証明書（写し可） 

【個人】：変更を証する書面 
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２ 
法人の代

表者氏名 
履歴事項全部証明書（写し可） 

３ 
所在地（本

店） 

【法人】：履歴事項全部証明書（写し可） 

【個人】：住民票又は営業証明書等（写し可） 

４ 

組織 

個人⇒㈲

⇒㈱など 

履歴事項全部証明書（写し可） 

その他町長が必要と認める書類 

５ 
受任者（支

店長等） 
年間委任状 

６ 使用印鑑 個人の場合は印鑑証明書の写し 

７ 電話番号  

８ 
工種・業種

の追加 

許可登録通知書、履歴事項全部証明書、 

その他契約書等の事業内容が確認できる書類の写し 

９ 

その他（許

可、登録

等） 

許可登録等の写し 

※その他必要に応じ、関係書類の提出を求める場合があります。 

※変更前後が明確に比較出来るものであれば様式は問わない。 

 

２ 申請様式 競争入札参加資格審査申請書変更届（変更様式（書面）２） 

 

第８ 年間委任状について 

年間委任状については、本店の代表者が、支店または営業所の代表者に一定の期間

を通じて入札・見積・契約の締結・代金の請求、受領などの権限を委任する場合に提

出するものとする。 

年間委任状は、特に申し出がなければ２年（度）間（令和１０年３月３１日まで）

有効とする。 

なお、権限を委任した者、権限を委任された者に変更が生じた場合は、前記第７の

変更届け併せて改めて年間委任状を提出するものとする。 

 

第９ 代理申請委任状について 

代理申請委任状については、申請者が代理人を定め、競争入札参加資格認定の申請

（又は変更申請等）において、権限を委任した場合に提出するものとする。 

 

第 10 資本関係・⼈的関係調書について 

次に示す資本関係・⼈的関係に該当する場合は、提出するものとする。 

（１）資本関係 

次のいずれかに該当する二者の場合 

１）子会社等（会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第３号の２に規定する子会

社等をいう。２）において同じ。）と親会社等（同条第４号の２に規定する親会社等

をいう。２）において同じ。）の関係にある場合 

２）親会社等を同じくする⼦会社等同⼠の関係にある場合 

（２）⼈的関係 

次のいずれかに該当する⼆者の場合。ただし、ア）については、会社等（会社法施

⾏規則（平成１８年法務省令第１２号）第２条第３項第２号に規定する会社等をいう。

以下同じ。）の⼀⽅が⺠事再⽣法（平成１１年法律第２２５号）第２条第４号に規定す
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る再⽣⼿続が存続中の会社等⼜は更⽣会社（会社更⽣法（平成１４年法律第１５４号）

第２条第７項に規定する更⽣会社をいう。）である場合を除く。 

１）一方の会社等の役員（会社法施⾏規則第２条第３項第３号に規定する役員のうち、

次に掲げる者をいう。以下同じ。）が、他⽅の会社等の役員を現に兼ねている場合 

ア 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。 

（ア）会社法第２条第１１号の２に規定する監査等委員会設置会社における監査等

委員である取締役 

（イ）会社法第２条第１２号に規定する指名委員会等設置会社における取締役 

（ウ）会社法第２条第１５号に規定する社外取締役 

（エ）会社法第３４８条第１項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務

を執⾏しないこととされている取締役 

イ 会社法第４０２条に規定する指名委員会等設置会社の執⾏役 

ウ 会社法第５７５条第１項に規定する持分会社（合名会社、合資会社⼜は合同会

社をいう。）の社員（同法第５９０条第１項に規定する定款に別段の定めがある

場合により業務を執⾏しないこととされている社員を除く。） 

エ 組合の理事 

オ その他業務を執⾏する者であって、アからエまでに掲げる者に準ずる者 

２）一方の会社等の役員が、他⽅の会社等の民事再⽣法第６４条第２項⼜は会社更⽣
法第６７条第１項の規定により選任された管財⼈（以下単に管財⼈という。）を現

に兼ねている場合 

３）一方の会社等の管財⼈が、他⽅の会社等の管財⼈を現に兼ねている場合 

（３）その他⼊札の適正さが阻害されると認められる場合 

組合（共同企業体を含む。）とその構成員が同一の⼊札に参加している場合、その他

上記（１）⼜は（２）と同視しうる資本関係⼜は⼈的関係があると認められる場合。 

 

第 11 その他 

災害等によりやむを得ない事案が生じ、本申請とは別に町長が必要であると認めた

場合、臨時的に限り申請を受付する場合がある。 


